
令和 7 年度 堺市障害者自立支援協議会 

第 3 回 強度行動障害支援部会 
 

 

開催日時：令和 7 年 12月 25 日（木）10:00～11:45 

場    所：堺市役所本館地下 1 階 多目的室 

 

 

次 第 

10:00～10:20 

1 強度行動障害支援体制整備事業 

(1) 令和７年度上半期の経過報告   資料 1 

(2) 実践報告会周知依頼   資料 2 

 

10:20～11:00 

2 教育と福祉の連携事業（大阪府より）  資料 3 

 

11:00～11:40 

3 体制整備に向けて    資料 4 

 

11:40～11:45 

4 その他     資料 5-1 資料 5-2 

 

 

 

令和 7 年度第 4 回強度行動障害支援部会 開催日程 

令和 8 年 3月 5 日（木）10：00～ 

場所 堺市役所本館地下 1 階 大会議室［東側］ 



個人参加法人
ライフサポート協会様 ・自立支援協会様

※ 令和7年9月末現在「職員アンケート」修正・追記版
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堺市では強度行動障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、専門的な支援が実施できる人

材の育成や、市域のネットワーク構築を進めることを目的に強度行動障害支援体制整備事業を実施しています。 

本報告会では、事業説明や厚生労働省の山根氏による基調講演、事業に参画している法人の実践発表を通じて、

支援のヒントや学びを共有します。 

強度行動障害のある方への支援で悩まれている方、教育関係者など、強度行動障害のある方への支援について広く

興味や関心のある方のご参加をお待ちしています。 

 

 

日 時 2026年2月14日（土）13:45～16:30（13:30開場） 

 

会 場 堺市立西文化会館ウェスティ 7階セミナールーム 

     （堺市西区鳳東町6丁600） 

        JR阪和線「鳳」駅東側出口北東へ約700m 

        南海バス「西区役所前」下車すぐ 

        ※駐車場は堺市西区役所駐車場をご利用ください。 

 

 

参 加 費 無料（※会場までの交通費は各自ご負担ください） 

 

参 加 方 法 ①会場参加 か ②後日アーカイブ視聴 

（※アーカイブは申込者限定で、一部内容を編集したうえで配信予定） 

（※会場参加をお申込みいただいた方は、後日アーカイブもご視聴いただけます。） 

 

定 員 会場70名（先着申込み順） 

 

申 込 締 切 2026年1月29日（木）（厳守） 

 

 

 

 

 

強度行動障害のある方への支援を考える実践報告会 
（堺市強度行動障害支援体制整備事業） 

 

お申込み方法などの詳細は裏面をご参照ください。 
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申 込 方 法 下記URLか右下図の2次元コードよりお願いします。 

https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/4f09a382-c887-

421d-b2e8-4988a1a8c662/start 

▶申込時に【会場参加＋アーカイブ視聴】か【アーカイブ視聴のみ】を選択してください。 

▶会場定員に達した場合は、自動的に【アーカイブ視聴のみ】となります。 

▶【アーカイブ視聴】のURL等は申込時のアドレスへ後日ご案内します。 

※ご入力いただいた情報は堺市および社会福祉法人北摂杉の子会からの各種連絡・情報提供の為に利用し、当該事業の 

目的以外には一切使用いたしません。 

※当日午前7時以降に大雨特別警報または暴風警報が発令されている場合、当日の報告会開催を中止し、以降の対応は 

別途お知らせいたします。 

 

スケジュール 

13:30 開場（受付開始） 

13:45 開会 

13:50 事業説明（堺市） 

13:55 基調講演（山根氏） 

14:55 実践発表（参画法人） 

16:00 意見交換（山根氏、参画法人） 

16:30 閉会  

※途中適時休憩 

○基調講演 

「強度行動障害支援の国の施策や動向について」 

講 師：厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 

        障害児・発達障害者支援室発達障害施策調整官 山根 和史 氏 

○実践発表 

参画法人：社会福祉法人こころの窓 社会福祉法人コスモス 社会福祉法人障友会 

 

 

 

 

 

 

 

 

（順不同） 

〈お問合せ先〉 

社会福祉法人北摂杉の子会 （担当：ヒラノ） 

電話：072-662-8133  FAX：072-662-8155  E-mail：hirano@suginokokai.com 

堺市健康福祉局障害福祉部障害施策推進課 

電話：072-228-7818  FAX：072-228-8918  E-mail：shosui@city.sakai.lg.jp 

注意事項 

• 会場内での写真・動画撮影、録音はご遠慮ください。 

• アーカイブ配信する動画についても、SNS や外部への共有はご遠慮ください。 

主催：堺市     運営：社会福祉法人北摂杉の子会 



大阪府 教育と福祉の連携事業
（強度行動障がいコンサルテーション）について

大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課 阿部
1
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事業目的

⚫教育機関（府教育庁教育振興室支援教育課、府立支援学校）
と連携して事業を行うことにより、教育分野での行動障がい
支援に対する理解の促進、障がい特性に配慮した支援手法の
普及を図る。

⚫対象事例への助言を基に、リーディングスタッフ（※)等を
中心に学年や学部、校内での支援手法の共有、蓄積を図る。

（※）…支援学校内で指名される。地域支援の牽引役。
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事業目的

→以上２点を通じて、

⚫学童期において強度行動障がいが重度化
しないような適切な支援手法を伝える

⚫将来に向けて障がいのある方の地域生活の
継続、地域生活への移行の促進
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事業背景
⚫平成28年度～30年度
• 強度行動障がい支援の方向性を整理するため、府立砂川厚生福祉セ
ンターいぶき、府障がい者自立相談支援センター（知的障がい者更
生相談所）、市町村、民間の役割分担について庁内において検討。

• 府の役割、方向性を整理した中の一つとして、強度行動障がいの重
度化しないような取り組みを実施することとした。

⚫令和２年度
• 学識経験者より府立支援学校リーディングスタッフに向けて行動障
がいについての講義。

⚫令和３年度～７年度
• 学識経験者より府立支援学校に対して、行動障がいの児童・生徒に
ついてのコンサルを実施。（２～３校／年）
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事業背景
【参考】令和４年度厚生労働省において、「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関
する検討会」の実施。その中でも、こども期からの予防的支援・教育との連携は求められ
ている。

5



事業内容（令和３年度～７年度）

⚫府立支援学校２校へ訪問し、対象事例に対しての

コンサルテーションを実施。

【スーパーバイザー】

畿央大学 教育学部 現代教育学科

大久保 賢一 教授

【事務局】

砂川厚生福祉センター・当課・府教育庁教育振興

室支援教育課
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時期 項目 S コ 支 学 事 内容

４月 ・校長会説明。コンサル校募集
（募集期間１ヶ月程度）

〇 〇 ・事務局、支援教育課にて、昨年度実施状況、今年度内容とコンサル校2校の募集について説明。
・周知後、募集開始。（学校は、応募に際して２件程度、候補ケースを記載。）
・５月下旬コンサル校決定。決定後、事務局より、コンサル校にアセスメントシート（事例概要程
度）の作成依頼、併せて、訪問日（5月下旬から６月）調整。

６月 ・各コンサル校訪問。
事業説明・コンサルテーション準備

〇 〇 ・事務局でコンサル校を訪問。事業概要を説明。
管理職、LS、担当教員と打合せ。対象の２ケースを決定した上、聞き取り、見学。
対象ケースについては、ターゲットとする課題を事務局と一緒に整理。アセスメントシートにつ
いて説明、助言。（各校コンサルテーション前にSVと共有）

・その他、記録用紙（課題整理シート・スキャッタープロット）等について説明。

７月
  ～
９月

・事前Web研修会
（当日及びアーカイブ配信）

〇 〇 〇 ・前半、SV～畿央大学・大久保教授より講義（1.5時間）。
・後半、先輩LSを囲んだ座談会。

・各校コンサルテーション①（全日） 〇 〇 〇 〇 ・SV、事務局、支援教育課が学校訪問。
＜当日イメージ＞

①ケース面会
②LS教員等と打合せ
③事例検討会～担当教員及び当該学校教員、管理職、希望により他のコンサル校、ご家族や関係機
関参加。

８月 ・いぶき見学会
（講義・意見交換含む）

〇 〇 ◎ 〇 ・前半：砂川Cいぶきで実施する強度行動障がい支援の概要について説明。いぶきのプログラム棟
や生活棟を見学。

・後半：記録、チーム支援等について、校内支援の参考となる取組内容をいぶきより講義。
各校で感じる課題等について、意見交換。

10月
～

11月

・各校コンサルテーション②（半日） 〇 〇 〇 〇 ・SV、事務局、支援教育課が学校訪問。
＜当日イメージ＞

①ケース面会
②LS教員等と打合せ
③事例検討会～担当教員及び当該学校教員、管理職、希望により他のコンサル校、ご家族や関係
機関参加。

１月 ・各校振り返り 〇 〇 〇 ・Webで実施。
実施状況等の確認及びフォロー。

２月 ・2校合同報告会 〇 〇 〇 ◎ 〇 ・取組み報告、事例検討、SVより講評、意見交換を実施。（１校50分程度）
・SVの講義はオンデマンド配信。

※関係者（S‥SV コ‥コンサル校（コンサルテーション受け入れ校をコンサル校と表記）支‥支援教育課 事‥砂川厚生福祉センター・地域生活支援課 ◎全府立支援学校参加可能

R
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教
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業
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間
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コンサル校で、アセスメントシート等作成

コンサル校で、２週間程度の課題行動記録作成

いぶきで、課題整理シート作成

コンサル校で、助言を学部等に共有。支援実施。課題整理シート追記

コンサル校で、２週間程度の課題行動記録作成

コンサル校で、２週間程度の課題行動記録作成

いぶきで、課題整理シート作成

コンサル校で、助言を学部等に共有し、支援実施。課題整理シート追記
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事業を実施したことによる効果と課題
コンサル実施校へのヒアリングより

⚫ コンサル対象校に対しては、コンサルに入る前に研修会も実施している。その研修会やコンサルテー
ションでの助言を通じて、教員の行動障がいへの知識と支援スキル習得を促している。（スキャッ
タープロットの活用、エビデンスベースの支援の重要性の理解等）

⚫ それに伴い、コンサルを実施したケースにおいては、児童・生徒の課題となる行動も減少している。
（スキャッタープロット作成により客観的にも評価できている）

⚫ 当該年度に、学年・学部で支援を共有してくださっているが、新年度学年・学部が変わる際もコンサ
ルでの助言内容を引き継いで支援を継続できているとお聞きしている。（教育支援計画への記載や動
画、写真での共有）

⚫ コンサルを受けた児童・生徒以外の児童・生徒にはこうした支援手法を活かすことが難しいとの意見
もある。

⚫ 生徒が高等部を卒業後、福祉事業所で困らないよう、高等部では視覚支援等をできるだけ簡素にして
おいたほうが良いと感じている教員もいる。

⚫ 日頃、教員が困り感を感じる児童・生徒の課題行動（かんしゃく等）は行動障がいではない（関連が
ない）と感じている。（小学部の間はそのような場合、教員が抱えていき場面転換させることもでき
たが、体が大きくなるとそれができなくなり困っている、という教員もいる。）

【リーディングスタッフによる汎化】

⚫ コンサルで実施した内容を参考にして、校内で相談があった場合には助言をしてくださっているとお
聞きしている。

⚫ 地域の小中学校等からの相談に対し、対応の方法を指導助言に出向いたり、市町村で実施している事
例検討会に行って、アドバイスする等お聞きしており、行動障がい支援の普及をしていただいている。
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今後（事業目的達成）に向けて
【①個別コンサルの実施】

• コンサルにおいて、個別の対象ケースでは助言に基づく支援効果等から課題行動に変化が見られた。
しかし、この取り組みを他の児童・生徒の支援にも活かせるような工夫が必要。

【②学童期（教育分野）における適切な支援手法の普及】

⚫ 日頃困り感を感じる軽微な課題行動（かんしゃく等）に対する周囲の対応や環境によって、行動が
重篤化していく場合がある、課題行動と行動障がいの関連を理解し、適切な支援手法を早期に幅広
く取り入れられるよう、その必要性の理解を促す必要がある。

⚫ 校内での普及を目的として、主にリーディングスタッフを中心に進めているが、学校によって、校
内体制に差異が見られ、学年・学部・学校全体へ広げた取り組みとするには仕組みづくりや工夫が
必要。

⚫ 校外（地域の小中学校等）での普及を目指して、地域支援を行うリーディングスタッフの専門性向
上、維持が必要。

【③障がいのある方の地域生活の定着・移行促進】

・適切な支援手法の普及を進め、教育分野での支援手法の定着を見極める必要がある。

・加えて、高等部卒業から成人期移行に際して、連続性のある個別支援を行う福祉事業所育成も必要。

障がい福祉施策として、本事業においては、教育分野への支援ノウハウの提供に際して、教育分野
のキーパーソンが専門性の蓄積、般化しやすいような事業のさらなる工夫を行う。また、教育分野で
支援手法が定着するように、教育分野での仕組みづくりについて、協議していく。
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ご意見（要旨）

事業に関すること

・対象者へのアプローチによって変化があるという手ごたえを職員が実感していることが良い

・支援のベースとなる本人特性の理解が支援の常識となりつつある

・4年目で他の法人にコンサルテーションに行ける人がいるかもしれないが、3年では難しい。事業受託法

人（北摂杉の子会）では15年は要した

・参画法人同士でコンサルテーションの練習などを通じて成長できれば良い

・具体的な支援方法だけでなく、ゴールは利用者が暮らしやすくなることであり、支援者側の変化が

この1年半で着実に見られている。実践を通じて見えてきた課題も多く、時間をかけるのが良いと思う

・事業は折り返し地点だが、単純な半分ではなく、後半に向けては前半で培ってきたものが活かされる

可能性がある

・コンサルタントが答えを提示せずに考えを引き出してくれている。今後それを担う側になれるかが課題

体制整備に関する

こと

・事業継続できる体制を取って定着を図ると次の段階へ進めると思う。児童分野との連携も期待される

・事業の流れ自体は前向きであるが、家族や当事者に届くまでに時間がかかるため、隙間を埋める工夫

が必要

・事業の延長というよりSVの支援体制の枠組みや、各事業所の支援力を引き上げる草の根の部分とし

て研修やワークショップなどにフォーカスするのも良いかと思う

・国の動向と堺市独自の取組があるが、現場のニーズに応じた支援を検討する必要がある

・事業参画法人へのSVの支援体制や、地域と共にどう取り組むのか、児童分野との接続についても考え

る必要がある。教育・児童分野の課題や取組など、検討材料があれば良いと思う

強度行動障害支援体制整備に向けて①

令和7年度第2回強度行動障害支援部会のご意見より 

1

資料4



強度行動障害支援体制の整備に向けて②

2

相談支援事業所

本人

家族

発達障害者支援センター 障害者更生相談所

障害福祉サービス
障害児支援事業所

強度行動障害支
援者養成研修

修了者
中核的人材

広域的支援人材
医療機関

国立のぞみの園

広域的支援人材・
中核的人材の育成

教育機関

堺市障害者自立支援協議会

本会

障害児の相談
支援部会

強度行動障害
支援部会

地域の実情を踏まえた、強度行動障害の
支援の充実・強化に向けた協議の場

連携

総合相談情報センター
障害者基幹相談支援センター

今後の堺市強度行動障害支援体制イメージ図（案）
広域的支援人材

【国】
強度行動障害に関する支援困難事例に対して
助言等を行い地域を支援する人材
【堺市】
将来的には事業参画法人のコアメンバー等、
国が示す要件に該当する人材

障害者基幹相談支援センター

【国】
関係機関の連絡調整。集中的支援前後のコー
ディネート。アセスメント情報を関係機関で周知
【堺市】
地域の相談支援体制の中核を担う機関として、
地域のネットワークを活用した取組、協力等

発達障害者支援センター

【国】
広域的支援人材のサポートスーパーバイズ。
コンサルテーションを実施する体制の整備
【堺市】
必要に応じた助言、協力等

中核的人材

【国】
標準的支援を踏まえ適切な支援を実施し、
現場支援で中心となる人材
【堺市】
事業参画法人のコアメンバーによる研修受講

人材・機関の整理

※事務局（障害施策推進課）

報告意見

連動

地域福祉課

事業参画
法人

協働

支援体制の構築を推
進する中核的な役割
を担う

SV支援体制
の必要性



R7年度
第3回部会

R7年度
第4回部会

R8年度
第1回部会

R8年度
第2回部会

R8年度
第3回以降

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

内
容

1.事業の経過報告
2.教育と福祉の連携
事業の共有

3.体制整備について
（堺市における人材・
機関の役割整理）

【第1部】
1.事業の実施報告
2.事業の方向性の検
討
【第2部】
1.事業評価
(評価委員のみ)

1.R8年度事業実施
予定の共有
2.R9年度以降の事
業展開の協議
3.堺市における体制
整備の整理

部会の方向性とスケジュール

第1回
本会

R7.12.25
開催

R8.３.5
開催

R8.6月頃
開催

課題を踏まえた議論の方向性

■他法人へのコンサルテーションを3年で実現することは難しいとの意見がある。今後、市域における強度行動障害
支援体制の構築を推進するためには、中核的な役割を担う事業参画法人へのスーパーバイズ（SV）機能が
必要であり、そのための仕組みを検討する

■国が示す「強度行動障害を有する者の地域支援体制（イメージ）」を参考に、専門機関等の強みを活かした
堺市における強度行動障害支援体制を整理する

■事業の評価、Ｒ9年度以降の事業展開および現場のニーズに応じた取組を検討する

3

令和8年度第2回部会を目途に、
R9年度事業展開方針を決定

R8.8月頃
開催

後日調整

第2回
本会
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堺市強度行動障害支援事業の評価について 

【事業評価の流れ】 

 

  

時期 
内容 

様式 
部会 事業 

12 月 25日 堺市障害者自立支援協議会 

第3回強度行動障害支援部会 

  

令和7年1月頃 堺市より堺市障害者自立支援

協議会（強度行動障害支援部

会）へ事業評価の依頼 

 【資料 5‐2】 

要領様式第6号 

 

 北摂杉の会より参画法人へ事業評価

にかかる書類の作成依頼 

(提出期限:杉の子会より案内予定） 

職員アンケート等 

3 月 5日 第4回強度行動障害支援部会

にて事業の評価 

  

3 月初旬 堺市障害者自立支援協議会

(強度行動障害支援部会)から

堺市へ事業評価報告 

 【資料 5‐2】 

要領様式第7号 

3 月中旬  堺市から事業参画法人へ事業評価

通知 

【資料 5‐2】 

要領様式第8号 

３月下旬  次年度 年間計画表の作成 【資料 5‐2】 

要領様式第５号 

資料5-1 
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【事業評価のポイント】 

 
令和7年度予定回数

（1法人あたり） 
評価ポイント 

講
座 

― 

（実施の予定無し） 
― 

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン 

9回 

① 実施回数、参加者、参加状況は適切か。 

② 法人全体の職員の意識・支援スキルにどのような変化がみられたか。 

③ 対象利用者の行動等に変化はみられたか。（対象利用者行動評価等） 

④ 標準的な支援の実施状況に変化がみられたか。（標準的な支援実施状況、

職員アンケート等） 

⑤ その他 

実
地
研
修 

10回／人 

（延べ10人） 

① 実施回数、参加者、参加状況は適切か。 

② コアメンバーを中心とした職員の意識、マネジメント力や支援スキルに変化がみ

られたか。（職員アンケート、標準的な支援実施状況等） 

③ 標準的な支援の実施状況に変化がみられたか。（標準的な支援実施状況、

職員アンケート等） 

④ その他 

実
践
報
告
会 

法人内：1回 

市域向け：1回 

① 開催回数、開催方法は適切か。 

② 事業所内にて、各参画法人のコアメンバーが取組内容を取りまとめて報告、共

有されたか。 

③ 強度行動障害のある方への支援に関心のある地域の法人や個人に対して、各

参画法人のコアメンバーが取組内容を取りまとめて報告、共有されたか。 

④ その他 

総
評 

― 

① 各研修等の評価を踏まえた総評価。 

② 法人全体として主体的に参画し、事業の推進に協力しているか。 

③ その他 

 



 

様式第５号（第５条関係） 

 

堺市強度行動障害支援体制整備事業年間計画書 

 

年  月  日 

堺  市  長   殿  

                    

 

住所  

法人名  

代表者 職氏名  

  

堺市強度行動障害支援体制整備事業について、令和  年度において継続した参画を希望するため、

別紙のとおり提出します。 

 

 

 

担当者

連絡先 

担当者氏名  

電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

【注意】本事業に係る本市からの連絡先を記入すること。

資料5-2 



 

別紙 

参画を継続する理由 

（事業に参画する人数・役職・事業参画の効果も記載すること。） 

事業に参画するに当たっ

て、法人としてのバック

アップ体制の確保の状況 

（事業に参画する担当者が孤立しないための視点・取組も記載すること。） 

 

 実施予定内容 

例 訪問コンサルテーション 

実地研修（●●ホーム等） 

4月  

5月  

6月  

7月  

8月  

9月  

10月  

11月  

12月  

1月  

2月  

3月  

※事業実施法人と協議の上、作成すること。 

  



 

様式第６号（第８条関係） 

 

堺市強度行動障害支援体制整備事業評価依頼書 

 

年  月  日 

 

堺市障害者自立支援協議会 会長 様  

 

堺 市 長   

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

 

堺市強度行動障害支援体制整備事業の評価について、下記のとおり依頼します。 

 

 

対象期間 ～ 

  



 

様式第７号（第８条関係） 

 

堺市強度行動障害支援体制整備事業評価報告書 

 

年  月  日 

 

堺 市 長 殿  

 

堺市障害者自立支援協議会 会長  

 

 

 

先に依頼のあった堺市強度行動障害支援体制整備事業評価について、別紙のとおり評価結果を報告

します。 



 

別紙 

 

対象参画法人  

講座  

コンサル 

テーション 
 

実地研修  

実践報告会  

総評  

  



 

様式第８号（第８条関係） 

 

堺市強度行動障害支援体制整備事業評価通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

様  

 

堺 市 長  印  

 

堺市強度行動障害支援体制整備事業の評価について、別紙のとおり通知します。

  



 

別紙 

 

評価日 年   月   日 

対象参画法人  

講座  

コンサル 

テーション 
 

実地研修  

実践報告会  

総評  

 


